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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
六
十
二
号 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
並
び
に
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
業
法

第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
基
準
を
定
め
る
件
及
び
経
営
規
模
等
評
価
の
申
請
及
び

総
合
評
定
値
の
請
求
の
時
期
及
び
方
法
等
を
定
め
た
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
六
日 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
基
準
を
定
め
る
件
及
び
経
営
規
模
等

評
価
の
申
請
及
び
総
合
評
定
値
の
請
求
の
時
期
及
び
方
法
等
を
定
め
た
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年

国
土
交
通
省
告
示
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
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て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

  

第
一　

審
査
の
項
目
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
一　

審
査
の
項
目
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）

 

四　

そ
の
他
の
審
査
項
目
（
社
会
性
等
） 

四　

そ
の
他
の
審
査
項
目
（
社
会
性
等
） 

 

１　

次
に
掲
げ
る
建
設
工
事
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
関
す
る
取
組
の
状

１　

次
に
掲
げ
る
建
設
工
事
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
関
す
る
取
組
の
状

 

況 

況 

 

（
削
る
） 

㈠　

審
査
基
準
日
に
お
け
る
雇
用
保
険
加
入
の
有
無
（
雇
用
保
険
法
（
昭
和

 
 

四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
て
い

 
 

 

る
か
否
か
を
い
う
。
）

 
 
  

 
 
 

（
削
る
） 

㈡　

審
査
基
準
日
に
お
け
る
健
康
保
険
加
入
の
有
無
（
健
康
保
険
法
施
行
規

 
 

則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る

 
 

 

届
出
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
を
い
う
。
）

 
 
 
  

 
 

（
削
る
） 

㈢　

審
査
基
準
日
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
加
入
の
有
無
（
厚
生
年
金
保
険

 
 

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
届
出

 
 

 

を
行
っ
て
い
る
か
否
か
を
い
う
。
）

㈠
～
㈣　

（
略
） 

㈣
～
㈦　

（
略
） 

㈤ 
 

次
に
掲
げ
る
審
査
対
象
年
又
は
審
査
基
準
日
以
前
三
年
間
の
知
識
及
び

㈧　

次
に
掲
げ
る
審
査
対
象
年
又
は
審
査
基
準
日
以
前
三
年
間
の
知
識
及
び

技
術
又
は
技
能
の
向
上
に
関
す
る
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
取
組
の
状

技
術
又
は
技
能
の
向
上
に
関
す
る
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
取
組
の
状

況 

況 

イ　

審
査
基
準
日
に
お
け
る
許
可
を
受
け
た
建
設
業
に
従
事
す
る
職
員
の

イ　

審
査
基
準
日
に
お
け
る
許
可
を
受
け
た
建
設
業
に
従
事
す
る
職
員
の

う
ち
、
審
査
基
準
日
以
前
一
年
間
に
、
建
設
業
法
第
七
条
第
二
号
イ
、

う
ち
、
審
査
基
準
日
以
前
一
年
間
に
、
建
設
業
法
第
七
条
第
二
号
イ
、

ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
同
法
第
十
五
条
第
二
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
に
該

ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
同
法
第
十
五
条
第
二
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
に
該

当
す
る
者
又
は
一
級
若
し
く
は
二
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
者
（

当
す
る
者
又
は
一
級
若
し
く
は
二
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
者
（

以
下
「
技
術
者
」
と
い
う
。
）
が
取
得
し
た
Ｃ
Ｐ
Ｄ
単
位
（
公
益
社
団

以
下
「
技
術
者
」
と
い
う
。
）
が
取
得
し
た
Ｃ
Ｐ
Ｄ
単
位
（
公
益
社
団

法
人
空
気
調
和
・
衛
生
工
学
会
、
一
般
財
団
法
人
建
設
業
振
興
基
金
、

法
人
空
気
調
和
・
衛
生
工
学
会
、
一
般
財
団
法
人
建
設
業
振
興
基
金
、

一
般
社
団
法
人
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会
、
一
般
社
団
法
人
交
通
工

一
般
社
団
法
人
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会
、
一
般
社
団
法
人
交
通
工

学
研
究
会
、
公
益
社
団
法
人
地
盤
工
学
会
、
公
益
社
団
法
人
森
林
・
自

学
研
究
会
、
公
益
社
団
法
人
地
盤
工
学
会
、
公
益
社
団
法
人
森
林
・
自
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然
環
境
技
術
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
公
益
社
団
法
人
全
国
上
下
水
道
コ

然
環
境
技
術
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
公
益
社
団
法
人
全
国
上
下
水
道
コ 

ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会
、
一
般
社
団
法
人
全
国
測
量
設
計
業
協
会
連
合
会

ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会
、
一
般
社
団
法
人
全
国
測
量
設
計
業
協
会
連
合
会

、
一
般
社
団
法
人
全
国
土
木
施
工
管
理
技
士
会
連
合
会
、
一
般
社
団
法

、
一
般
社
団
法
人
全
国
土
木
施
工
管
理
技
士
会
連
合
会
、
一
般
社
団
法

人
全
日
本
建
設
技
術
協
会
、
土
質
・
地
質
技
術
者
生
涯
学
習
協
議
会
、

人
全
日
本
建
設
技
術
協
会
、
土
質
・
地
質
技
術
者
生
涯
学
習
協
議
会
、

公
益
社
団
法
人
土
木
学
会
、
一
般
社
団
法
人
日
本
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト

公
益
社
団
法
人
土
木
学
会
、
一
般
社
団
法
人
日
本
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト

協
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
技
術
士
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
建
築
士

協
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
技
術
士
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
建
築
士

会
連
合
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
造
園
学
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
都

会
連
合
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
造
園
学
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
都

市
計
画
学
会
、
公
益
社
団
法
人
農
業
農
村
工
学
会
、
一
般
社
団
法
人
日

市
計
画
学
会
、
公
益
社
団
法
人
農
業
農
村
工
学
会
、
一
般
社
団
法
人
日

本
建
築
士
事
務
所
協
会
連
合
会
、
公
益
社
団
法
人
建
築
家
協
会
、
一
般

本
建
築
士
事
務
所
協
会
連
合
会
、
公
益
社
団
法
人
建
築
家
協
会
、
一
般

社
団
法
人
日
本
建
設
業
連
合
会
、
一
般
社
団
法
人
日
本
建
築
学
会
、
一

社
団
法
人
日
本
建
設
業
連
合
会
、
一
般
社
団
法
人
日
本
建
築
学
会
、
一

般
社
団
法
人
建
築
設
備
技
術
者
協
会
、
一
般
社
団
法
人
電
気
設
備
学
会

般
社
団
法
人
建
築
設
備
技
術
者
協
会
、
一
般
社
団
法
人
電
気
設
備
学
会

、
一
般
社
団
法
人
日
本
設
備
設
計
事
務
所
協
会
、
公
益
財
団
法
人
建
築

、
一
般
社
団
法
人
日
本
設
備
設
計
事
務
所
協
会
、
公
益
財
団
法
人
建
築

技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
又
は
一
般
社
団
法
人
日
本
建
築
構
造
技
術
者

技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
又
は
一
般
社
団
法
人
日
本
建
築
構
造
技
術
者

協
会
（
別
表
第
二
十
一
に
お
い
て
「
Ｃ
Ｐ
Ｄ
認
定
団
体
」
と
い
う
。
）

協
会
（
別
表
第
二
十
に
お
い
て
「
Ｃ
Ｐ
Ｄ
認
定
団
体
」
と
い
う
。
）
に

に
よ
っ
て
修
得
を
認
定
さ
れ
た
単
位
数
を
、
別
表
第
二
十
一
の
左
欄
に

よ
っ
て
修
得
を
認
定
さ
れ
た
単
位
数
を
、
別
表
第
二
十
の
左
欄
に
掲
げ

掲
げ
る
Ｃ
Ｐ
Ｄ
認
定
団
体
ご
と
に
右
欄
に
掲
げ
る
数
値
で
除
し
、
三
十

る
Ｃ
Ｐ
Ｄ
認
定
団
体
ご
と
に
右
欄
に
掲
げ
る
数
値
で
除
し
、
三
十
を
乗

を
乗
じ
た
数
値
を
い
う
。
）
の
合
計
数
を
、
技
術
者
の
数
（
付
録
第
三

じ
た
数
値
を
い
う
。
）
の
合
計
数
を
、
技
術
者
の
数
（
付
録
第
三
に
お

に
お
い
て
「
技
術
者
数
」
と
い
う
。
）
で
除
し
た
数
値 

い
て
「
技
術
者
数
」
と
い
う
。
）
で
除
し
た
数
値 

ロ　

（
略
） 

ロ　

（
略
） 

㈥
・
㈦　

（
略
） 

㈨
・
㈩　

（
略
） 

㈧ 
 

審
査
基
準
日
に
お
け
る
国
土
交
通
省
が
実
施
す
る
建
設
技
能
者
を
大
切

 
 
 
  

 

（
新
設
） 

 

に
す
る
企
業
の
自
主
宣
言
制
度
（
以
下
「
自
主
宣
言
制
度
」
と
い
う
。
）

 

の
宣
言
の
有
無
（
自
主
宣
言
制
度
に
お
い
て
、
元
請
事
業
者
又
は
下
請
事

 
 

業
者
の
立
場
で
宣
言
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
を
い
う
。
）

２
～
６　

（
略
） 

２
～
６　

（
略
） 

７　

審
査
基
準
日
に
お
け
る
建
設
機
械
の
保
有
状
況
（
自
ら
所
有
し
、
又
は
リ

７　

審
査
基
準
日
に
お
け
る
建
設
機
械
の
保
有
状
況
（
自
ら
所
有
し
、
又
は
リ

ー
ス
契
約
（
審
査
基
準
日
か
ら
一
年
七
か
月
以
上
の
使
用
期
間
が
定
め
ら
れ

ー
ス
契
約
（
審
査
基
準
日
か
ら
一
年
七
か
月
以
上
の
使
用
期
間
が
定
め
ら
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
使
用
す
る
建
設
機
械
抵
当
法
施
行
令
（
昭

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
使
用
す
る
建
設
機
械
抵
当
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
四
号
）
別
表
に
規
定
す
る
シ
ョ
ベ
ル
系
掘
削

和
二
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
四
号
）
別
表
に
規
定
す
る
シ
ョ
ベ
ル
系
掘
削

機
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル
及
び
モ
ー
タ
ー
グ
レ
ー
ダ
ー

機
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル
及
び
モ
ー
タ
ー
グ
レ
ー
ダ
ー
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、
土
砂
等
を
運
搬
す
る
貨
物
自
動
車
で
あ
つ
て
自
動
車
検
査
証
（
道
路
運
送

、
土
砂
等
を
運
搬
す
る
貨
物
自
動
車
で
あ
つ
て
自
動
車
検
査
証
（
道
路
運
送

車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
自
動

車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
自
動

車
検
査
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
車
体
の
形
状
の
欄
に
「
ダ
ン
プ
」
、

車
検
査
証
を
い
う
。
）
の
車
体
の
形
状
の
欄
に
「
ダ
ン
プ
」
、
「
ダ
ン
プ
フ

「
ダ
ン
プ
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
」
又
は
「
ダ
ン
プ
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
」
と
記
載
さ
れ

ル
ト
レ
ー
ラ
」
又
は
「
ダ
ン
プ
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

て
い
る
も
の
及
び
自
動
車
検
査
証
の
車
体
の
形
状
の
欄
に
「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

並
び
に
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）

・
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
大
型
特
殊
自
動
車
並
び
に
労
働
安

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
つ
り
上
げ
荷
重
が
三
ト
ン
以
上
の
移
動

全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
二
条
第
一

式
ク
レ
ー
ン
、
同
令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
作
業
床
の
高

項
第
四
号
に
掲
げ
る
つ
り
上
げ
荷
重
が
三
ト
ン
以
上
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
、

さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
作
業
車
、
同
令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲
げ
る

同
令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
不
整
地
運
搬
車
、
同
項
第
三

締
固
め
用
機
械
及
び
同
表
第
六
号
に
掲
げ
る
解
体
用
機
械
の
合
計
台
数
（
以

十
四
号
に
掲
げ
る
作
業
床
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
作
業
車
、
同

下
「
建
設
機
械
の
所
有
及
び
リ
ー
ス
台
数
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
） 

 

令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲
げ
る
締
固
め
用
機
械
及
び
同
表
第
六
号
に
掲
げ
る

 

解
体
用
機
械
の
合
計
台
数
（
以
下
「
建
設
機
械
の
所
有
及
び
リ
ー
ス
台
数
」

 
 

と
い
う
。
）
を
い
う
。
）

 
 
 

８　

（
略
）

８　

（
略
）

第
二　

審
査
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
二　

審
査
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）

四　

そ
の
他
の
審
査
項
目
（
社
会
性
等
）
に
係
る
審
査
の
基
準 

四　

そ
の
他
の
審
査
項
目
（
社
会
性
等
）
に
係
る
審
査
の
基
準 

１　

次
に
掲
げ
る
建
設
工
事
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
関
す
る
取
組
の
状

１　

次
に
掲
げ
る
建
設
工
事
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
関
す
る
取
組
の
状

況 

況 

㈠　

第
一
の
四
の
１
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
掲
げ
る
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度

㈠　

第
一
の
四
の
１
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
に
掲
げ
る
雇
用
保
険
加
入
の
有
無
、

加
入
の
有
無
、
退
職
一
時
金
制
度
導
入
の
有
無
及
び
法
定
外
労
働
災
害
補

健
康
保
険
加
入
の
有
無
、
厚
生
年
金
保
険
加
入
の
有
無
、
建
設
業
退
職
金

償
制
度
加
入
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
付
録
第
二
に
定
め
る
算
式
に
よ
っ
て

共
済
制
度
加
入
の
有
無
、
退
職
一
時
金
制
度
導
入
の
有
無
及
び
法
定
外
労

算
出
し
た
点
数
を
求
め
る
こ
と
。 

働
災
害
補
償
制
度
加
入
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
付
録
第
二
に
定
め
る
算
式

 

に
よ
っ
て
算
出
し
た
点
数
を
求
め
る
こ
と
。 

㈡　

次
に
掲
げ
る
若
年
の
技
術
者
及
び
技
能
労
働
者
の
育
成
及
び
確
保
の
状

㈡　

次
に
掲
げ
る
若
年
の
技
術
者
及
び
技
能
労
働
者
の
育
成
及
び
確
保
の
状

況 

況 

イ　

第
一
の
四
の
１
の
㈣
の
イ
に
掲
げ
る
若
年
技
術
職
員
の
継
続
的
な
育

イ　

第
一
の
四
の
１
の
㈦
の
イ
に
掲
げ
る
若
年
技
術
職
員
の
継
続
的
な
育

成
及
び
確
保
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
六
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ

成
及
び
確
保
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
六
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ

に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。 
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。 

ロ　

第
一
の
四
の
１
の
㈣
の
ロ
に
掲
げ
る
新
規
若
年
技
術
職
員
の
育
成
及

ロ　

第
一
の
四
の
１
の
㈦
の
ロ
に
掲
げ
る
新
規
若
年
技
術
職
員
の
育
成
及
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び
確
保
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
七
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該

び
確
保
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
七
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該

当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。 

当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。 

㈢　

第
一
の
四
の
１
の
㈤
に
掲
げ
る
知
識
及
び
技
術
又
は
技
能
の
向
上
に
関

㈢　

第
一
の
四
の
１
の
㈧
に
掲
げ
る
知
識
及
び
技
術
又
は
技
能
の
向
上
に
関

す
る
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
取
組
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
付
録
第
三

す
る
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
取
組
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
付
録
第
三

に
定
め
る
算
式
に
よ
っ
て
算
出
し
た
数
値
が
、
別
表
第
八
の
区
分
の
欄
の

に
定
め
る
算
式
に
よ
っ
て
算
出
し
た
数
値
が
、
別
表
第
八
の
区
分
の
欄
の

い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。 

い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。 

㈣　

第
一
の
四
の
１
の
㈥
に
掲
げ
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
す

㈣　

第
一
の
四
の
１
の
㈨
に
掲
げ
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
す

る
取
組
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
九
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当

る
取
組
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
九
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当

す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。 

す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。 

㈤　

第
一
の
四
の
１
の
㈦
に
掲
げ
る
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
就
業
履
歴

㈤　

第
一
の
四
の
１
の
㈩
に
掲
げ
る
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
就
業
履
歴

を
蓄
積
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
十

を
蓄
積
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
十

の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。 

の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。 

㈥　

第
一
の
四
の
１
の
㈧
に
掲
げ
る
建
設
技
能
者
を
大
切
に
す
る
企
業
の
自

（
新
設
）

主
宣
言
制
度
の
宣
言
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
十
一
の
区
分
の
い
ず

れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。

２　

次
に
掲
げ
る
建
設
業
の
営
業
継
続
の
状
況 

２　

次
に
掲
げ
る
建
設
業
の
営
業
継
続
の
状
況 

㈠　

第
一
の
四
の
２
の
㈠
に
掲
げ
る
営
業
年
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
数
が

㈠　

第
一
の
四
の
２
の
㈠
に
掲
げ
る
営
業
年
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
数
が

、
別
表
第
十
二
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と

、
別
表
第
十
一
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と

。

。

㈡　

第
一
の
四
の
２
の
㈡
に
掲
げ
る
民
事
再
生
法
又
は
会
社
更
生
法
の
適
用

㈡　

第
一
の
四
の
２
の
㈡
に
掲
げ
る
民
事
再
生
法
又
は
会
社
更
生
法
の
適
用

の
有
無
に
つ
い
て
は
、
民
事
再
生
法
又
は
会
社
更
生
法
の
適
用
の
有
無
が

の
有
無
に
つ
い
て
は
、
民
事
再
生
法
又
は
会
社
更
生
法
の
適
用
の
有
無
が

、
別
表
第
十
三
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と

、
別
表
第
十
二
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と

。

。

３　

第
一
の
四
の
３
に
掲
げ
る
防
災
協
定
締
結
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
防
災
協

３　

第
一
の
四
の
３
に
掲
げ
る
防
災
協
定
締
結
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
防
災
協

定
締
結
の
有
無
が
、
別
表
第
十
四
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を

定
締
結
の
有
無
が
、
別
表
第
十
三
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を

審
査
す
る
こ
と
。

審
査
す
る
こ
と
。

４　

第
一
の
四
の
４
に
掲
げ
る
法
令
遵
守
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
建
設
業
法
第

４　

第
一
の
四
の
４
に
掲
げ
る
法
令
遵
守
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
建
設
業
法
第

二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
指
示
を
さ
れ
、
又
は
営
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部

二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
指
示
を
さ
れ
、
又
は
営
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部

の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
の
有
無
が
、
別
表
第
十
五
の
区
分
の
欄
の
い
ず

の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
の
有
無
が
、
別
表
第
十
四
の
区
分
の
欄
の
い
ず

れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。

れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。
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５　

次
に
掲
げ
る
建
設
業
の
経
理
に
関
す
る
状
況 

５　

次
に
掲
げ
る
建
設
業
の
経
理
に
関
す
る
状
況 

㈠　

第
一
の
四
の
５
の
㈠
に
掲
げ
る
監
査
の
受
審
状
況
に
つ
い
て
は
、
会
計

㈠　

第
一
の
四
の
５
の
㈠
に
掲
げ
る
監
査
の
受
審
状
況
に
つ
い
て
は
、
会
計

監
査
人
若
し
く
は
会
計
参
与
の
設
置
の
有
無
又
は
建
設
業
の
経
理
実
務
の

監
査
人
若
し
く
は
会
計
参
与
の
設
置
の
有
無
又
は
建
設
業
の
経
理
実
務
の

責
任
者
の
う
ち
第
一
の
四
の
５
の
㈡
の
イ
に
該
当
す
る
者
が
経
理
処
理
の

責
任
者
の
う
ち
第
一
の
四
の
５
の
㈡
の
イ
に
該
当
す
る
者
が
経
理
処
理
の

適
正
を
確
認
し
た
旨
の
書
類
に
自
ら
の
署
名
を
付
し
た
も
の
の
提
出
の
有

適
正
を
確
認
し
た
旨
の
書
類
に
自
ら
の
署
名
を
付
し
た
も
の
の
提
出
の
有

無
が
、
別
表
第
十
六
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る

無
が
、
別
表
第
十
五
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る

こ
と
。 

こ
と
。 

㈡　

第
一
の
四
の
５
の
㈡
に
掲
げ
る
職
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
５
の

㈡　

第
一
の
四
の
５
の
㈡
に
掲
げ
る
職
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
５
の

㈡
の
イ
に
掲
げ
る
者
の
数
に
、
同
号
の
５
の
㈡
の
ロ
に
掲
げ
る
者
の
数
に

㈡
の
イ
に
掲
げ
る
者
の
数
に
、
同
号
の
５
の
㈡
の
ロ
に
掲
げ
る
者
の
数
に

十
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
た
合
計
数
値
（
別
表
第
十
七
に
お
い

十
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
た
合
計
数
値
（
別
表
第
十
一
に
お
い

て
「
公
認
会
計
士
等
数
値
」
と
い
う
。
）
が
、
年
間
平
均
完
成
工
事
高
に

て
「
公
認
会
計
士
等
数
値
」
と
い
う
。
）
が
、
年
間
平
均
完
成
工
事
高
に

応
じ
て
、
別
表
第
十
七
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す

応
じ
て
、
別
表
第
十
六
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

６　

第
一
の
四
の
６
に
掲
げ
る
平
均
研
究
開
発
費
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
金

６　

第
一
の
四
の
６
に
掲
げ
る
平
均
研
究
開
発
費
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
金

額
が
、
別
表
第
十
八
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。

額
が
、
別
表
第
十
七
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。

７　

第
一
の
四
の
７
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
保
有
状
況
に
つ
い
て
は
、
建
設
機

７　

第
一
の
四
の
７
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
保
有
状
況
に
つ
い
て
は
、
建
設
機

械
の
所
有
及
び
リ
ー
ス
台
数
が
、
別
表
第
十
九
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該

械
の
所
有
及
び
リ
ー
ス
台
数
が
、
別
表
第
十
八
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該

当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。

当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。

８　

第
一
の
四
の
８
に
掲
げ
る
国
又
は
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
に
よ

８　

第
一
の
四
の
８
に
掲
げ
る
国
又
は
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
に
よ

る
認
証
又
は
登
録
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
２
１
に
よ
る
認

る
認
証
又
は
登
録
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
２
１
に
よ
る
認

証
又
は
国
際
標
準
化
機
構
第
九
〇
〇
一
号
若
し
く
は
第
一
四
〇
〇
一
号
に
よ

証
又
は
国
際
標
準
化
機
構
第
九
〇
〇
一
号
若
し
く
は
第
一
四
〇
〇
一
号
に
よ

る
登
録
の
有
無
が
、
別
表
第
二
十
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を

る
登
録
の
有
無
が
、
別
表
第
十
九
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を

審
査
す
る
こ
と
。

審
査
す
る
こ
と
。

 
 

附
則　

 

附
則　

 
 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

国
土
交
通
大
臣
が
外
国
建
設
業
者
の
属
す
る
企
業
集
団
に
つ
い
て
、
次
に
掲

三　

国
土
交
通
大
臣
が
外
国
建
設
業
者
の
属
す
る
企
業
集
団
に
つ
い
て
、
次
に

げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
一
体
と
し
て
建
設
業
を
営
ん
で
い
る
と
認

掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
一
体
と
し
て
建
設
業
を
営
ん
で
い
る

定
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
一
に
掲
げ
る
各
項
目
（
第
一
の
四

と
認
定
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
一
に
掲
げ
る
各
項
目
（
第

の
３
及
び
４
に
掲
げ
る
項
目
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
当

一
の
四
の
１
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
、
３
及
び
４
に
掲
げ
る
項
目
を
除
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該
企
業
集
団
に
つ
い
て
認
定
し
た
数
値
を
も
っ
て
当
該
各
項
目
の
数
値
と
し
て

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
企
業
集
団
に
つ
い
て
認
定
し

審
査
す
る
も
の
と
す
る
。 

た
数
値
を
も
っ
て
当
該
各
項
目
の
数
値
と
し
て
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。 

㈠
・
㈡　

（
略
） 

㈠
・
㈡　

（
略
） 

四
～
七　

（
略
）

四
～
七　

（
略
）

別
表
第
六

（第
二
の
四
の
１
の
㈡
の
イ
関
係

） 
 別
表
第
六

（第
二
の
四
の
１
の
㈦
の
イ
関
係

） 

　

（表
　
略

）

　

 

（表
　
略

）

別
表
第
七

（第
二
の
四
の
１
の
㈡
の
ロ
関
係

） 
 別
表
第
七

（第
二
の
四
の
１
の
㈦
の
ロ
関
係

） 

　

（表
　
略

）

　

 

（表
　
略

）

別
表
第
八

（第
二
の
四
の
１
の
㈢
関
係

） 
 別
表
第
八

（第
二
の
四
の
１
の
㈧
の
ロ
関
係

） 

　

（表
　
略

）

　

 

（表
　
略

）

別
表
第
九

（第
二
の
四
の
１
の
㈣
関
係

） 
 別
表
第
九

（第
二
の
四
の
１
の
㈨
関
係

） 

　

（表
　
略

）

　

 

（表
　
略

）

別
表
第
十

（第
二
の
四
の
１
の
㈤
関
係

） 
 別
表
第
十

（第
二
の
四
の
１
の
㈩
関
係

） 

　

（表
　
略

） 

　

 

（表
　
略

） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 別
表
第
十
一

（第
二
の
四
の
１
の
㈥
関
係

） 

（新
設

） 
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建
設
技
能
者
を
大
切
に
す
る
企
業
の
自
主
宣
言
制
度
の
宣
言
の
有

 
 
区
分

 

 
無

 
  

 

 
  

有
 
 
 
(1

)
  

 

 
無

 
 
 
(2

)
 

 
 

 
 備
考

 
 

各
区
分
の
評
点
に
つ
い
て
は

別
途
通
知
に
よ
り
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

 
、

。

  
 別
表
第
十
二

（第
二
の
四
の
２
の
㈠
関
係

） 
 別
表
第
十
一

（第
二
の
四
の
２
関
係

） 

（表
　
略

） 
 
 
 

（表
　
略

） 

 
 

別
表
第
十
三

（第
二
の
四
の
２
の
㈡
関
係

） 
 別
表
第
十
二

（第
二
の
四
の
２
関
係

） 

  

（表
　
略

） 
  

 

（表
　
略

） 

 
 

 

別
表
第
十
四

（第
二
の
四
の
３
関
係

） 
 別
表
第
十
三

（第
二
の
四
の
３
関
係

） 

 
 

（表
　
略

） 
 
 
 

（表
　
略

） 

 
 別
表
第
十
五

（第
二
の
四
の
４
関
係

） 
 別
表
第
十
四

（第
二
の
四
の
４
関
係

） 

 
 

（表
　
略

） 
 
 
 

（表
　
略

） 

 
 別
表
第
十
六

（第
二
の
四
の
５
の
㈠
関
係

） 
 別
表
第
十
五

（第
二
の
四
の
５
の
㈠
関
係

） 

  

（表
　
略

） 
  

 

（表
　
略

） 
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別
表
第
十
七

（第
二
の
四
の
５
の
㈡
関
係

） 
 別
表
第
十
六

（第
二
の
四
の
５
の
㈡
関
係

） 

 
 

（表
　
略

） 
 
  

（表
　
略

） 

 
 別
表
第
十
八

（第
二
の
四
の
６
関
係

） 
 別
表
第
十
七

（第
二
の
四
の
６
関
係

） 

 
 

（表
　
略

） 
 
 
 

（表
　
略

） 

 
 別
表
第
十
九

（第
二
の
四
の
７
関
係

） 
 別
表
第
十
八

（第
二
の
四
の
７
関
係

） 

 
 

（表
　
略

） 
 
 
 

（表
　
略

） 

 
 

 

別
表
第
二
十

（第
二
の
四
の
８
関
係

） 
 別
表
第
十
九

（第
二
の
四
の
８
関
係

） 

 
 

（表
　
略

） 
 
  

（表
　
略

） 

 
 別
表
第
二
十
一

（第
一
の
四
の
１
の
㈤
の
イ
関
係

） 
 別
表
第
二
十

（第
二
の
四
の
１
の
㈧
の
イ
関
係

） 

 
 

（表
　
略

） 
 
 
 

（表
　
略

） 

 
 付
録
第
二

 
付
録
第
二

 
　
算
式

 
　
算
式

 

　
　
　
　

Y
×

15
 

　
　
　
　

Y
×

1
5-

Y
×
4
0
 

1
1

2

　
　

Y
は

第
一
の
四
の
１
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
各
項
目
の
う
ち
加
入
又
は
導
入
を

　
　

Y
は

第
一
の
四
の
１
の
㈣
か
ら
㈥
ま
で
の
各
項
目
の
う
ち
加
入
又
は
導
入
を

1
1

、
、

し
て
い
る
と
さ
れ
た
も
の
の
数

 
し
て
い
る
と
さ
れ
た
も
の
の
数

 

 
Y
は

第
一
の
四
の
１
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
各
項
目
の
う
ち
加
入
を
し
て
い
な

2
、

い
と
さ
れ
た
も
の
の
数
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（
経
営
規
模
等
評
価
の
申
請
及
び
総
合
評
定
値
の
請
求
の
時
期
及
び
方
法
等
を
定
め
た
件
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

経
営
規
模
等
評
価
の
申
請
及
び
総
合
評
定
値
の
請
求
の
時
期
及
び
方
法
等
を
定
め
た
件
（
平
成
十
六
年
国
土

交
通
省
告
示
第
四
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

第
一　

（
略
） 

第
一　

（
略
） 

第
二　

申
請
の
方
法 

第
二　

申
請
の
方
法 

　

一
に
掲
げ
る
書
類
を
二
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
し
て
申
請
す
る
も
の
と

　

一
に
掲
げ
る
書
類
を
二
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
し
て
申
請
す
る
も
の
と

す
る
。 

す
る
。 

一　

提
出
書
類 

一　

提
出
書
類 

イ　

（
略
）

イ　

（
略
）

ロ　

確
認
書
類 

ロ　

確
認
書
類 

　

申
請
者
が
次
に
掲
げ
る
書
類
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

　

申
請
者
が
次
に
掲
げ
る
書
類
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
、
こ
れ
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
と

る
書
類
、
こ
れ
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
と

す
る
。 

す
る
。 

１
～
５　

（
略
）

１
～
５　

（
略
）

（
削
る
） 

６　

労
働
保
険
概
算
・
確
定
保
険
料
申
告
書
の
控
え
及
び
こ
れ
に
よ
り
申

 

告
し
た
保
険
料
の
納
入
に
係
る
領
収
済
通
知
書
の
写
し 

（
削
る
） 

７　

健
康
保
険
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
の
納
入
に
係
る
領
収
証
書

 

の
写
し
又
は
納
入
証
明
書
の
写
し 

６
～

　

（
略
） 

８
～

　

（
略
） 

12

14

　

建
設
技
能
者
を
大
切
に
す
る
企
業
の
自
主
宣
言
制
度
に
お
い
て
元
請

 
 
 
  

 
 
 

（
新
設
） 

13

 

事
業
者
又
は
下
請
事
業
者
の
立
場
で
宣
言
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

面
の
写
し
及
び
宣
言
し
た
取
り
組
み
を
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
取
組

開
始
日
以
降
行
う
又
は
行
っ
て
い
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

～

　

（
略
）

～

　

（
略
）

14

23

15

24

二　

（
略
） 

二　

（
略
） 

第
三
～
第
六　

（
略
）

第
三
～
第
六　

（
略
）
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附　

則 
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


